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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基礎と土台との間に配置される合成樹脂製の基礎パッキンであって、
　垂直に立設され、互いに離隔して配置された複数の側壁と、
　前記複数の側壁の上端を接続する上壁と、
　隣接する２つの前記側壁と前記上壁とで囲まれた領域に形成され、幅方向に延在する換
気孔とを備えており、
　前記複数の側壁には、第１水平方向に延在する第１部分と、前記第１水平方向と交差す
る第２水平方向に延在する第２部分とが含まれていることを特徴とする基礎パッキン。
【請求項２】
　前記複数の側壁のうちの少なくとも１つの側壁には、前記第１部分と前記第２部分との
両方が含まれていることを特徴とする請求項１に記載の基礎パッキン。
【請求項３】
　前記第１部分と前記第２部分との両方を含む前記側壁は、前記第１部分と前記第２部分
とが連続的に接続された円弧状の平面形状を有することを特徴とする請求項２に記載の基
礎パッキン。
【請求項４】
　前記複数の側壁の下端を接続する下壁をさらに有していることを特徴とする請求項１～
３のいずれか１項に記載の基礎パッキン。
【請求項５】
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　基礎と土台との間に配置される合成樹脂製の基礎パッキンであって、
　上壁と、
　下壁と、
　前記上壁と下壁との間に、互いに離隔して立設された複数の側壁と、
　前記側壁間に形成された換気孔とを備えており、
　前記複数の側壁には、第１水平方向に延在する複数の第１側壁と、前記第１水平方向と
交差する第２水平方向に延在する複数の第２側壁とが含まれ、
　前記複数の側壁の一部の上端が前記上壁に接続され、残りの複数の側壁の下端が前記下
壁に接続されていることを特徴とする基礎パッキン。
【請求項６】
　前記複数の第１側壁の上端が前記上壁に接続され、前記第２側壁の下端が前記下壁に接
続されていることを特徴とする請求項５に記載の基礎パッキン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の基礎と土台との間に配置される合成樹脂製の基礎パッキンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、建物の工法において、基礎と土台との間に基礎パッキンが敷設される工法が広く
用いられている。この種の基礎パッキンとして、基礎パッキンの敷設方向（一方向）と直
交する幅方向に当該基礎パッキンの外側面と内側面とを貫通する換気孔が設けられ、当該
換気孔を介して床下と建物の外部との通気を図るようにしたものが提案されている（特許
文献１参照）。このような基礎パッキンの換気孔は、敷設方向に沿って互いに離隔して配
置された区画壁によって画定されており、この区画壁は、基礎パッキン上の建物の荷重に
耐えるのに十分な強度を備えるように配置設計されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２１５８０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の基礎パッキンにおいては、垂直に立設された区
画壁はすべて同方向に延在しているため、例えば、幅方向に交差する水平方向の大きな荷
重が基礎パッキンに加えられると、区画壁が倒壊する虞がある。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、例えば、幅方向に交差する水平方向の荷重に対する強度を向
上させることで、水平方向における複数の方向からの荷重に対する強度バランスが向上し
た基礎パッキンを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の基礎パッキンは、基礎と土台との間に配置される合成樹脂製の基礎パッキンで
あって、垂直に立設され、互いに離隔して配置された複数の側壁と、前記複数の側壁の上
端を接続する上壁と、隣接する２つの前記側壁と前記上壁とで囲まれた領域に形成され、
幅方向に延在する換気孔とを備えている。そして、前記複数の側壁には、第１水平方向に
延在する第１部分と、前記第１水平方向と交差する第２水平方向に延在する第２部分とが
含まれている。
【０００７】
　これによると、複数の側壁には、第１部分が含まれているため、第１水平方向の荷重に
対する強度が向上する。さらに、複数の側壁には、第２部分も含まれているため、第２水
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平方向の荷重に対する強度も向上する。つまり、水平方向における強度を、複数の方向に
対してバランスよく配備することができる。なお、本発明において、換気孔は、基礎パッ
キンの長さ方向と直交する方向に直線に形成されていてもよいし斜め方向に形成されてい
てもよいし途中屈曲又はカーブされたりしてもよく、また、途中拡張されたり、縮小され
たりと、これらの１又は複数の組合せによって基礎パッキンの幅方向に延在し、外側面か
ら内側面に、場合によってはアンカーボルト孔を介して、貫通するように形成されていて
もよい。
【０００８】
　また、本発明において、前記複数の側壁のうちの少なくとも１つの側壁には、前記第１
部分と前記第２部分との両方が含まれていることが好ましい。これにより、１つの側壁で
第１及び第２水平方向の２方向の荷重に対する強度が効果的に向上する。なお、本発明に
おいて、第１部分と第２部分とは、連続して１つの側壁を形成していてもよいし、独立し
て異なる側壁を形成していてもよい。
【０００９】
　また、本発明において、前記第１部分と前記第２部分との両方を含む前記側壁は、前記
第１部分と前記第２部分とが連続的に接続された円弧状の平面形状を有することが好まし
い。これにより、水平方向の荷重に対する強度がより一層効果的に向上する。
【００１０】
　また、本発明において、前記複数の側壁の下端を接続する下壁をさらに有していること
が好ましい。これにより、基礎パッキンの水平方向の荷重に対する強度がより一層向上す
る。
　また、本発明の基礎パッキンは、基礎と土台との間に配置される合成樹脂製の基礎パッ
キンであって、上壁と、下壁と、前記上壁と下壁との間に、互いに離隔して立設された複
数の側壁と、前記側壁間に形成された換気孔とを備えている。そして、前記複数の側壁に
は、第１水平方向に延在する複数の第１側壁と、前記第１水平方向と交差する第２水平方
向に延在する複数の第２側壁とが含まれ、前記複数の側壁の一部の上端が前記上壁に接続
され、残りの複数の側壁の下端が前記下壁に接続されている。
　これによると、複数の側壁を有する上壁と、複数の側壁を有する下壁とを組み合わせる
ことで基礎パッキンを形成できるので、例えば、直線状、曲線状、屈曲状等の多様な形状
の側壁を簡易な形状の成型金型によって容易に形成することができ、水平方向の強度をよ
りバランスよく配備した基礎パッキンとすることができる。なお、本発明において、第１
側壁と第２側壁とは、連続して１つの側壁を形成していてもよいし、独立して異なる側壁
を形成していてもよい。また、本発明において、側壁同士の嵌合、或いは別途係合フック
を側壁の先端部に設けるなどして、上壁と下壁とが水平方向及び／又は上下方向にズレな
いように組み合わされるのが好ましい。
　また、本発明において、前記複数の第１側壁の上端が前記上壁に接続され、前記第２側
壁の下端が前記下壁に接続されていることが好ましい。これにより、成型金型をより簡易
な形状にすることができるので、製造コストをより軽減することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の基礎パッキンによると、複数の側壁には、第１部分又は第１側壁が含まれてい
るため、第１水平方向の荷重に対する所望の強度を備え、さらに、複数の側壁には、第２
部分又は第２側壁も含まれているため、第２水平方向の荷重に対する強度も備えている。
よって、水平方向において多方向からの荷重に対する強度バランスのとれた基礎パッキン
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係る基礎パッキンが用いられた建物構造の部分斜視図であ
る。
【図２】図１に示す基礎パッキンの斜視図である。
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【図３】図２に示す基礎パッキンの底面側から見たときの斜視図である。
【図４】第１変形例に係る基礎パッキンの要部斜視図である。
【図５】第２変形例に係る基礎パッキンの要部底面図である。
【図６】第３変形例に係る基礎パッキンの要部底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の一実施形態に係る基礎パッキン１０が用いられた建物構造１００につい
て、図１を参照しつつ以下に説明する。
【００１４】
　本実施形態における建物構造１００は、図１に示すように、長尺な基礎１（例えば、布
基礎）と、複数の基礎パッキン１０と、木製の土台２とを含んでなる。複数の基礎パッキ
ン１０は、基礎１の延在方向に沿って長尺に延在し、基礎１上においてその長手方向（一
方向）Ａに連結して配置されている。土台２は、基礎１とで複数の基礎パッキン１０を挟
むように基礎パッキン１０上に配置され、長手方向Ａに長尺に形成されている。
【００１５】
　基礎１は、フーチング１ａと、フーチング１ａから上方に立設された立ち上がり部１ｂ
とで構成されている。土台２及び複数の基礎パッキン１０は、基礎１に植設されたアンカ
ーボルト、角座金及びナット（ともに図示せず）によって立ち上がり部１ｂ上に固定され
ている。
【００１６】
　続いて、基礎パッキン１０について、図２及び図３を参照しつつ以下に説明する。基礎
パッキン１０は、通常、鉛直方向Ｃの厚さが１０～３０ｍｍである。また、幅は７０～２
００ｍｍで、土台２の幅に合わせて定められる。長手方向Ａの長さは、５００～２０００
ｍｍ程度と長尺で、これを直列に連結し、また、場合によっては、適当に切断して使用さ
れる。材質は、合成樹脂製である。本実施形態においては、フィラーを含むポリプロピレ
ン樹脂を用いているが、特に限定するものではなく、別の合成樹脂から構成されていても
よい。
【００１７】
　基礎パッキン１０は、図２及び図３に示すように、複数の側壁１１～１３と、複数の側
壁１１～１３の上端を接続する上壁１４とを有する。上壁１４は、図２に示すように、長
手方向Ａに長尺な長方形平面形状を有する。複数の側壁１１～１３は、図３に示すように
、上壁１４の下面１４ａに垂直（鉛直方向Ｃ）に立設されている。また、複数の側壁１１
～１３は、長手方向Ａに沿って互いに離隔して配置されている。
【００１８】
　複数の側壁１１は、長手方向Ａに沿って互いに離隔しつつ２列に配列されている。側壁
１１は、図３に示すように、幅方向Ｂ（長手方向Ａ及び鉛直方向Ｃに直交する方向）及び
長手方向Ａに交差する第１水平方向Ｄ１に延在する第１部分１１ａと、第１水平方向Ｄ１
、長手方向Ａ及び幅方向Ｂと交差する第２水平方向Ｄ２に延在する第２部分１１ｂとを有
している。側壁１１は、第１部分１１ａと第２部分１１ｂとが幅方向Ｂに沿って交互に配
置され、第１部分１１ａと第２部分１１ｂの互いの端部同士が接続されて構成されている
。図３中左側の列に属する側壁１１は、２つの第１部分１１ａ間に１つの第２部分１１ｂ
が配置されて構成されている。一方、図３中右側の列に属する側壁１１は、２つの第２部
分１１ｂ間に１つの第１部分１１ａが配置されて構成されている。
【００１９】
　複数の側壁１２は、図３に示すように、複数の側壁１１によって構成された２つの列間
において、長手方向Ａに沿って互いに離隔して配置されている。また、複数の側壁１２は
、基礎パッキン１０に形成されたアンカーボルト孔２０（後述する）の長手方向Ａの両端
に配置されている。各側壁１２は、幅方向Ｂに沿って延在しており、幅方向Ｂに隣接する
２つの側壁１１と接続されている。複数の側壁１３は、図３に示すように、上壁１４の長
手方向Ａの両端に配置されており、長手方向Ａに沿って複数の側壁１１を挟んでいる。各
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側壁１３は、幅方向Ｂに沿って延在している。
【００２０】
　また、基礎パッキン１０には、図２及び図３に示すように、幅方向Ｂに貫通する複数の
換気孔１５が形成されている。各換気孔１５は、図３に示すように、長手方向Ａに隣接す
る２つの側壁１１と、上壁１４とで囲まれた領域にそれぞれ構成されている。つまり、複
数の換気孔１５は、長手方向Ａに沿って２列に配列されている。また、長手方向Ａに隣接
する２つの側壁１２と、上壁１４とで囲まれた領域には、換気孔１５を接続する接続孔１
６が構成されている。このように複数の換気孔１５は、接続孔１６やアンカーボルト孔２
０の空間を介して、互いに連通している。このため、基礎パッキン１０が基礎１及び土台
２間に配置された状態において、当該換気孔１５を介して床下と建物の外部との通気を図
ることが可能となる。
【００２１】
　基礎パッキン１０には、図２に示すように、アンカーボルトを通すために鉛直方向Ｃに
貫通する複数のアンカーボルト孔２０が形成されている。アンカーボルト孔２０は、長手
方向Ａに沿って複数形成されており、長方形平面形状を有する。
【００２２】
　以上に述べたように、本実施形態の基礎パッキン１０によると、各側壁１１には、第１
部分１１ａが含まれている。このように幅方向Ｂと交差する第１水平方向Ｄ１に延在する
第１部分１１ａが、側壁１１に含まれていることで、幅方向Ｂに交差する第１水平方向Ｄ
１の比較的大きな荷重が基礎パッキン１０に加えられても、第１部分１１ａによって側壁
１１の倒壊が抑制される。この結果、基礎パッキン１０の第１水平方向Ｄ１の荷重に対す
る強度が向上する。さらに、各側壁１１には、第２部分１１ｂも含まれている。このため
、第２水平方向Ｄ２の荷重に対する基礎パッキン１０の強度も向上する。よって、水平方
向において多方向からの荷重に対する強度バランスのとれた基礎パッキン１０となる。な
お、第１水平方向Ｄ１は、幅方向Ｂと交差しておればどの水平方向であってもよく、第２
水平方向Ｄ２も第１水平方向Ｄ１と交差しておればどの水平方向であってもよい。
【００２３】
　また、側壁１１には、第１及び第２部分１１ａ，１１ｂの両方が含まれている。これに
より、１つの側壁１１で第１及び第２水平方向Ｄ１，Ｄ２の２方向の荷重に対する強度が
効果的に向上する。
【００２４】
　続いて、基礎パッキンの第１変形例について、以下に説明する。第１変形例における基
礎パッキン１１０は、図４に示すように、上述の基礎パッキン１０に複数の側壁１１の下
端を接続する下壁１８が設けられて構成されている。上述の基礎パッキン１０と同様な構
成については、同符号で示し、その説明を省略する。
【００２５】
　下壁１８は、図４に示すように、上壁１４と同様な平面形状を有する。本変形例におけ
る複数の側壁１１は、長手方向Ａにおいて、上壁１４と下壁１８とに交互に一体的に形成
されている。つまり、図４中手前側の列に属し、最も右側に配置された側壁１１は、下壁
１８から上方に向かって立設されている。そして、この側壁１１に隣接する左側の側壁１
１は、上壁１４から下方に向かって立設されている。なお、複数の側壁１２，１３は、す
べて上壁１４から下方に向かって立設されている。このような複数の側壁１１が形成され
た下壁１８と、複数の側壁１１～１３が形成された上壁１４とを上下に組み合わせること
で、基礎パッキン１１０が構成される。
【００２６】
　このような基礎パッキン１１０においては、下壁１８が設けられているため、基礎パッ
キン１１０の水平方向の荷重に対する強度がより一層向上する。また、上述の基礎パッキ
ン１０と同様な構成部分においては、同じ効果を得ることができる。なお、各換気孔１５
は、図４に示すように、長手方向Ａに隣接する２つの側壁１１と、上壁１４と、下壁１８
とで囲まれた領域にそれぞれ構成されている。なお、すべての側壁１１～１３が上壁１４
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及び下壁１８に接続されていてもよい。
【００２７】
　続いて、基礎パッキンの第２変形例について、以下に説明する。図５は、第２変形例に
係る基礎パッキンの要部底面図である。第２変形例における基礎パッキン２１０は、図５
に示すように、複数の側壁２１１～２１７と、これら側壁２１１～２１７の上端を接続す
る上壁１４とを有する。複数の側壁２１１～２１７は、図５に示すように、上壁１４の下
面１４ａに垂直（鉛直方向Ｃ）に立設されている。また、複数の側壁２１１～２１７は、
長手方向Ａに互いに離隔して配置されている。
【００２８】
　本変形例の基礎パッキン２１０においては、複数の側壁２１１～２１７のうち長手方向
Ａに隣接する２つの側壁と、上壁１４とで囲まれた領域のそれぞれに、換気孔２２５が構
成されている。複数の換気孔２２５は、幅方向Ｂに貫通している。なお、上述の基礎パッ
キン１０と同様な構成については、同符号で示し、その説明を省略する。
【００２９】
　側壁２１１は、図５に示すように、幅方向Ｂに関してアンカーボルト孔２０を挟むよう
に２つ形成されている。また、側壁２１２も、幅方向Ｂに関してアンカーボルト孔２０を
挟むように２つ形成されている。これら側壁２１１，２１２は、基礎パッキン２１０の幅
方向Ｂの中心を通る中心線に対して線対称に配置されている。側壁２１１，２１２は、長
手方向Ａ（幅方向Ｂに交差する方向：第１水平方向）に延在する第１部分２１１ａ，２１
２ａと、幅方向Ｂ（長手方向Ａに交差する方向：第２水平方向）に延在する第２部分２１
１ｂ，２１２ｂとを有している。側壁２１１，２１２は、第１部分２１１ａ，２１２ａと
第２部分２１１ｂ，２１２ｂとが幅方向Ｂに沿って交互に配置され、第１部分２１１ａ，
２１２ａと第２部分２１１ｂ，２１２ｂの互いの端部同士が接続されて構成されている。
【００３０】
　側壁２１３は、長手方向Ａ及び幅方向Ｂに交差する第１水平方向Ｅ１に延在する第１部
分２１３ａと、長手方向Ａ、幅方向Ｂ及び第１水平方向Ｅ１に交差する第２水平方向Ｅ２
に延在する第２部分２１３ｂと、幅方向Ｂに延在する３つの第３部分２１３ｃとを有する
。３つの第３部分２１３ｃは、幅方向Ｂにおいて互いに離隔して配置され、これら第３部
分２１３ｃ間に第１部分２１３ａ及び第２部分２１３ｂが配置されている。そして、第１
部分２１３ａ及び第２部分２１３ｂが第３部分２１３ｃと互いに接続されることで、側壁
２１３が構成されている。
【００３１】
　側壁２１４～２１６は、幅方向Ｂに沿って延在して形成されている。側壁２１４は、幅
方向Ｂにおいて、基礎パッキン２１０の中央に配置されている。また、側壁２１４は、長
手方向Ａに関して、側壁２１３の幅方向Ｂの両側にある第３部分２１３ｃと同じ位置に配
置されている。側壁２１５，２１６は、幅方向Ｂにおいて、基礎パッキン２１０の両端部
に配置されている。また、側壁２１５，２１６は、長手方向Ａに関して、側壁２１３の幅
方向Ｂの中央にある第３部分２１３ｃと同じ位置に配置されている。側壁２１７は、幅方
向Ｂに沿って延在しており、基礎パッキン２１０の長手方向Ａの端部に形成されている。
【００３２】
　このような基礎パッキン２１０においても、側壁２１１～２１３には、第１部分２１１
ａ，２１２ａ，２１３ａが含まれている。これにより、上述の実施形態と同様に、基礎パ
ッキン２１０の幅方向Ｂに交差する水平方向（長手方向Ａ及び第１水平方向Ｅ１）の荷重
に対する強度が向上する。さらに、側壁２１１～２１３には、第２部分２１１ｂ，２１２
ｂ，２１３ｂも含まれている。このため、幅方向Ｂ及び第２水平方向Ｅ２の荷重に対する
基礎パッキン２１０の強度も向上する。さらに、側壁２１３が第３部分２１３ｃも有し、
側壁２１４～２１７が幅方向Ｂに延在しているため、幅方向Ｂの荷重に対する基礎パッキ
ン２１０の強度が向上する。また、上述の基礎パッキン１０と同様な構成部分においては
、同じ効果を得ることができる。
【００３３】
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　続いて、基礎パッキンの第３変形例について、以下に説明する。図６は、第３変形例に
係る基礎パッキンの要部底面図である。第３変形例における基礎パッキン３１０は、図６
に示すように、複数の側壁３１１，３１２と、これら側壁３１１，３１２の上端を接続す
る上壁１４とを有する。複数の側壁３１１，３１２は、図６に示すように、上壁１４の下
面１４ａに垂直（鉛直方向Ｃ）に立設されている。また、複数の側壁３１１，３１２は、
長手方向Ａに互いに離隔して配置されている。本変形例の基礎パッキン３１０においては
、長手方向Ａに隣接する２つの側壁３１１と、上壁１４とで囲まれた領域のそれぞれに、
換気孔３１５が構成されている。複数の換気孔３１５は、幅方向Ｂに貫通している。なお
、側壁３１１，３１２と上壁１４とで囲まれた領域にも換気孔３１５が構成されている。
上述の基礎パッキン１０と同様な構成については、同符号で示し、その説明を省略する。
【００３４】
　側壁３１１は、図６に示すように、長手方向Ａに沿って２列に配列されており、基礎パ
ッキン３１０の幅方向Ｂの中心を通る中心線に対して線対称に配置されている。側壁３１
１は、円弧状の平面形状を有する。詳細には、側壁３１１は、幅方向Ｂと交差する第１水
平方向に延在する第１部分３１１ａと、当該第１水平方向と交差する第２水平方向に延在
する第２部分３１１ｂとを有している。これら第１部分３１１ａと第２部分３１１ｂとが
連続的に接続されることで、側壁３１１が構成される。側壁３１２は、幅方向Ｂに沿って
延在しており、基礎パッキン３１０の長手方向Ａの端部に形成されている。
【００３５】
　このような基礎パッキン３１０においても、側壁３１１には、幅方向Ｂと交差する第１
水平方向に延在する第１部分３１１ａが含まれている。これにより、上述の実施形態と同
様に、基礎パッキン３１０の幅方向Ｂに交差する第１水平方向の荷重に対する強度が向上
する。さらに、側壁３１１には、第１部分３１１ａに交差する第２水平方向に延在する第
２部分３１１ｂも含まれている。このため、第２水平方向の荷重に対する基礎パッキン３
１０の強度も向上する。さらに、側壁２１２が幅方向Ｂに延在しているため、幅方向Ｂの
荷重に対する基礎パッキン３１０の強度が向上する。また、上述の基礎パッキン１０と同
様な構成部分においては、同じ効果を得ることができる。
【００３６】
　以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、本発明は上述の実施の形態に限
られるものではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて様々な変更が可能なもので
ある。例えば、上述の実施形態においては、側壁１１のいずれにも第１部分１１ａと第２
部分１１ｂとが含まれているが、いずれかにだけ第１部分１１ａと第２部分１１ｂとが含
まれておればよい。これにより、第１部分１１ａ及び第２部分１１ｂが含まれた１つの側
壁１１で、第１及び第２水平方向Ｄ１，Ｄ２の２方向の荷重に対する基礎パッキン１０の
強度が効果的に向上する。また、基礎パッキンは、第１部分１１ａだけを有する側壁と、
第２部分１１ｂだけを有する側壁とを含む複数の側壁を有していてもよい。これにおいて
も上述の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００３７】
　また、基礎パッキンに形成される複数の側壁は、幅方向Ｂに交差する第１水平方向に延
在する第１部分（第１側壁）と、第１水平方向に交差する第２水平方向に延在する第２部
分（第２側壁）とを含んでおればよい。つまり、水平方向において複数の方向に延在する
側壁が含まれておればよい。また、複数の側壁のうちの一の側壁（第１側壁）が第２部分
を有さず第１部分を有し、他の側壁（第２側壁）が第１部分を有さず第２部分を有してい
てもよい。また、複数の側壁は、長手方向Ａに延在する第１部分（第１又は第２側壁）と
、幅方向Ｂに延在する第２部分（第２又は第１側壁）とで構成されていてもよい。これに
おいても上述の実施形態と同様な効果を得ることができる。
【００３８】
　また、幅方向Ｂに交差する第１水平方向に延在する第１部分と、第１水平方向に交差す
る第２水平方向に延在する第２部分とを有する側壁においては、第１部分と第２部分とが
どのように接続されていてもよい。要するに、第１部分と第２部分の端部同士が接続され
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同士が接続されて側壁を構成していてもよい。
【００３９】
　また、上述の基礎パッキン１０，２１０，３１０が、少なくとも側壁１１，２１１，３
１１の下端と接続される下壁を有していてもよい。また、基礎パッキン１０の上壁１４が
側壁１１～１３の上端と部分的に接続されていてもよく、側壁１１～１３全体を覆わなく
てもよい。
【００４０】
　また、上述の第１変形例に係る基礎パッキンのように下壁を設ける場合、複数の側壁１
１の一部を上壁１４側に形成し、残りの複数の側壁１１を下壁に形成し、これら上下２分
体を組み付けるようにして基礎パッキンを形成してもよいし、或いは、アンカーボルト孔
２０を境界に左右別々に形成した後、これら左右２分体をアンカーボルト孔２０が形成さ
れるように接続部で接続して基礎パッキンとしてもよい。さらに、上下２分体を組み付け
て基礎パッキンとする場合には、側壁同士の嵌合、或いは別途係合フックを側壁の先端部
に設けるなどして、上壁と下壁とが水平方向及び／又は上下方向にズレないように組み合
わすようにしてもよく、左右２分体を組み付けて基礎パッキンとする場合には、接続部で
フック係合等によって左右２分体が水平方向及び／又は上下方向にズレないように組み合
わすようにしてもよい。また、上下２分体を組み付けて基礎パッキンとする場合には、第
１部分１１ａ（第１側壁）を上壁１４又は下壁側に形成し、第２部分１１ｂ（第２側壁）
を下壁又は上壁１４に形成するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００４１】
　　１　基礎
　　２　土台
　１０，１１０，２１０，３１０　基礎パッキン
　１１，２１１，２１２，２１３，３１１　側壁
　１１ａ，２１１ａ，２１２ａ，２１３ａ，３１１ａ　第１部分
　１１ｂ，２１１ｂ，２１２ｂ，２１３ｂ，３１１ｂ　第２部分
　１４　上壁
　１５，２２５，３１５　換気孔
　１８　下壁
　Ａ　長手方向（一方向）
　Ｂ　幅方向
　Ｄ１，Ｅ２　第１水平方向
　Ｄ２，Ｅ２　第２水平方向
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